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｢インターKX給与計算・法定調書 Ver.15.2｣で対応された内容についてご案内致します。 

1.データの利用について 

データ移行対象バージョン・・・Ver.15.1＊以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

2.法改正とシステムの変更内容 

●通勤手当の非課税限度額改正 
交通用具使用者の通勤手当について、通勤距離が片道45km 以上の者の１月当たりの非課税限度額が次のよ

うに引き上げられました。 

 

現行  改正案 

片道 35km 以上 20,900 円※1  
片道 35km 以上 45ｋｍ未満 

片道 45km 以上 

20,900 円※1

24,500 円※2

※1 その運賃相当額が20,900円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度) 

※2 その運賃相当額が24,500円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度) 

 

＜システムの対応内容＞ 
(1)「従業員/個別入力」と「従業員/一覧入力」それぞれの画面で、通勤手当 課税区分に「交通用具(45km

以上)」を追加しました。「交通用具(45km 以上)」を選択すると、通勤手当 非課税限度額に24,500円が

設定されます。 

(2)「従業員/個別入力」画面から印刷する「従業員情報一覧表」に、追加される通勤手当の課税区分及び非

課税限度額が印刷されるようにしました。 

(3)「汎用データの受入」より従業員マスタを受け入れる際、追加される通勤手当の課税区分「交通用具(45km

以上)」を受け入れ可能にしました。 

●介護保険料率の変更 
平成16年3月1日より政府管掌の介護保険料率が変更となりました。 

 

改正前 改正後 

1000 分の 8.9 
（従業員負担分 1000 分の 4.45） 

1000 分の 11.1 
（従業員負担分 1000 分の 5.55） 

＜システムの対応内容＞  
料率はプログラムのバージョンアップでは変更されません。 

＜計算条件＞画面よりお客様の方で料率の変更を行ってください。  

  

（注１）介護保険料率を新しい料率に変更後、過去にさかのぼり給与、賞与の入力画面を開くと改正

後の保険料で再計算される場合があります。給与、賞与の処理が済んでいる月の入力画面を

開くときにはご注意ください。 

（注２）標準データとサンプル株式会社の介護保険料率は、プログラムのバージョンアップによって

新料率に変更されます。  

3.KXコンバータの変更点 

●KX給与計算V+コンバータ 
KX 給与計算 V＋から通勤手当課税区分「交通用具(45km 以上)」を受け入れ可能にしました。なお、非課

税限度額「24,500円」は受け入れ時に自動設定します。 

コンバート時に使用する標準データの介護保険料率を新料率に変更しました。 

●KX法定調書V+コンバータ 
コンバート時に使用する標準データの介護保険料率を新料率に変更しました。 
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●コンバータの対象バージョン 
移行時にバージョンのチェックは行われませんが、次のバージョンが対象になります。 

■給与計算 V+ J1 版(平成 14 年版)以降 

InterKX 給与

給与 V+コンバータ 

H15.10 
H15.11 

H15.2 

H15.1 ○ × 

H15.2 × ○ 

 

■法定調書 V+ E1 版(平成 10 年版)以降 

InterKX 給与

法定調書 V+コンバータ 

H15.10 
H15.11 

H15.2 

H15.1 ○ × 

H15.2 × ○ 

 

コンバータのバージョンは、InterKX 給与計算・法定調書のバージョンと合わせて、コンバートしてくださ

い。またコンバータは複数年度分を登録することができません。 

別のバージョンのコンバータをセットアップする場合は、事前に現在登録済みのコンバートプログラムを削

除してからセットアップしてください。 

コンバータ H15.20にコンバートする場合、データの年度は15年以降になります。 

14年以前のデータは、データ選択画面に表示されますが、移行時に除外されます。 

 


